
 

 

千葉市動物公園湿原ゾーン整備基本設計業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 業務の目的 

  「千葉市動物公園リスタート構想」に基づく再整備として、令和５年度に湿原ゾーン・森林 

ゾーンのゾーニングと動線、施設配置計画などを検討し、基本計画を策定した。 

本業務は、基本計画において定めた基本的な内容に基づき、設計条件との整合を図り、技術 

的及びデザイン的、経済的な見地から設計の指針を明らかにし、実施設計に向けて、湿原ゾー 

ンの骨格となる施設配置、諸施設の形状、植栽等について概略設計を行うものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託名   千葉市動物公園湿原ゾーン整備基本設計業務委託 

（２）業務内容  千葉市動物公園湿原ゾーン整備基本設計業務委託仕様書のとおり 

（３）委託期間  契約締結日から令和７年３月２１日（金）まで 

（４）委託限度額 ３０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（５）支払条件  完了後一括払い 

（６）担当部署  千葉市都市局公園緑地部動物公園 担当：施設班 

          〒２６４−００３７ 千葉市若葉区源町 ２８０番地 

          電話番号  ０４３-２５２-７５６６ 

          FAX 番号  ０４３-２５５-７１１６  

          E-mail     dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp 

 

３ 公募スケジュール 

   募集要項の公表     令和６年７月１６日（火） 

   質問書の受付      令和６年７月１６日（火）から令和６年７月２４日（水） 

１７時到着分まで 

   質問書の回答      令和６年７月２９日（月）までに千葉市ホームページに掲載 

   企画提案書等の提出期限 令和６年８月９日（金）まで 

   プレゼンテーション   令和６年８月１９日（月） 

   審査結果通知      令和６年８月下旬 

委託契約締結    令和６年９月上旬 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる条件を満たすものとする。 

（１）令和６・７年度の千葉市測量・コンサルタント入札参加資格者名簿の業種「建築：一般」 

及び「土木：造園」に登録されている者 
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（２）平成２６年度から令和５年度までに、元請けとして日本動物園水族館協会（JAZA）加盟園 

館の動物園の全園又は一部エリアの整備に係る基本設計業務の履行実績があるもの（契約 

書の写し等、実績の概要がわかる資料を添付すること。） 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で、 

次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 当該業務の参加表明書提出日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で、同法に

基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で、同法に

基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 

オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）及び千葉市

建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成２９年５月２３日施行）に基づく指名停止措

置等を受託候補者決定までの間に受けている者 

カ 千葉市内において、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)に違反している者 

キ 法人税並びに消費税及び地方消費税を完納していない者 

ク 千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第９条に規定する暴力団員等

又は暴力団密接関係者 

（４）共同企業体等にあたっては、次の要件を満たしていること。 

ア すべての構成員が（１）,（２）,（３）の要件を満たしていること。 

イ 共同企業体等に関する協定書を締結していること。 

ウ 各構成員は、ほかの共同企業体等の構成員として又は単独で本プロポーザルに参加して

いないこと。 

 

５ 配置技術者 

以下の技術者を配置すること。 

（１） 管理技術者 

ア 技術士（総合技術監理部門）、技術士（建設部門）、RCCM、一級建築士等本業務に必要 

な資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者。 

（２） 照査技術者 

ア 技術士（総合技術監理部門）、技術士（建設部門）、RCCM、一級建築士等本業務に必要 

な資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者。 

（３） 担当技術者 

ア ランドスケープ技術者 

イ 建築技術者 

（４） その他 



 

 

ア 管理技術者、照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出

産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とす

るものとし、市の承諾を得るものとする。 

イ 担当技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。 

 

６ 質問の受付・回答 

（１） 質問の提出方法 

    質問書（様式第７号）を使用して作成し、電子メールで提出すること。 

電子メールアドレス：dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp 

 なお、電子メール到着確認のため、送信後は必ず千葉市動物公園施設班（０４３－２５ 

２－７５６６）へ電話で確認すること。 

（２） 質問の受付期間 

    令和６年７月２４日（水）１７時００分まで 

（３） 回答方法 

    令和６年７月２９日（月）１７時００分までに、千葉市ホームページで公表する。 

 

７ 参加申込 

   別紙「千葉市動物公園湿原ゾーン整備基本設計業務委託仕様書」記載の委託業務の内容を

熟読し、企画提案を行うこと。なお、共同企業体を構成して提案する場合は、代表企業や

構成員が判別できる一覧表（様式第６号）及び委任状（様式第７号）を添付するものとす

る。 

（１）参加申込書の受付期限 

令和６年８月９日（金）１７：００必着 

（２）参加申込書の提出方法 

持参または郵送。 

なお、郵便事故等を防ぐために簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡が可能な方法

での提出を推奨する。 

（３）提出書類等 

ア 企画提案参加申込書（様式第１号）         １部 

※共同企業体の場合は「共同企業体等一覧表（様式第６号）」を添付すること 

    イ 企画提案書                    ７部 

     提案には、「９ 審査方法及び評価項目（２）企画提案を選定するための評価項目」に 

記載の「評価項目」と「評価の着眼点」に対して、可能な限り具体的かつ詳細な説明を 

記載し、Ａ３サイズ用紙(横・片面)８枚以内にまとめること。 

     ※提出する７部のうち１部のみ社名を記載し、残り６部は社名を特定できないように

すること。 
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     ※企画提案書を記録した電子媒体（CD-Rまたは DVD-R）１枚を併せて提出すること。 

    ウ 提案価格書（様式第２号）             １部 

    エ 配置予定技術者の経験等（様式第３号）       １部 

    オ 業務工程計画書、実施体制（様式任意）       １部 

    カ 類似業務等の履行実績（様式第４号）        １部 

（契約書の写し、認定書の写し又は TECRIS 登録書など） 

※履行実績とは「４ 参加資格（２）」に定める業務をいう。 

キ 共同企業体等一覧表（様式第５号）         １部 

     ※共同企業体を構成する場合のみ提出すること。 

    ク 委任状（共同企業体等）（様式第６号）        １部 

     ※共同事業体を構成する場合のみ提出すること。 

    ケ 誓約書（様式第９号）              １部 

 

（４）提出先 

〒２６４－００３７ 

    千葉市若葉区源町２８０番地 

    千葉市動物公園  施設班   

    ※本業務に係る現地説明会は行いません。 

 

８ 辞退 

    本プロポーザルへの参加申込後、参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

（１） 提出書類  辞退届（様式第８号）   １部 

（２） 提出先  「７ 参加申込（４）提出先」と同じ 

 

９ 審査方法及び評価項目 

（１） 審査方法及び結果の通知 

ア 審査は、選定委員会において、提出された企画提案書に基づいてプレゼンテーション

を行い、企画提案書の内容を精査・評価のうえ、最優秀提案１件を決定する。 

   イ 提案者のプレゼンテーションへ出席できる人数は、5名以内とする。 

   ウ プレゼンテーションの詳細な日時や場所などは、別途調整のうえ、通知する。 

   エ プレゼンテーションを行う際、提案者各自のパソコンを使用すること。 

   オ 審査の結果は、決定後、速やかに提案者に電子メールで通知するとともに、千葉市ホ

ームページで公表する。なお、審査内容に関する質問や選定結果に関する異議申立て

は受付けない。 

   カ 評価点の合計点が最も高い応募事業者が複数いる場合は、評価項目の「企画提案能力」

の得点が高い事業者を選定する。 



 

 

   キ カ において「企画提案能力」も同じ点数である場合には、委員による審議により決定

する。 

   ク 応募者が１者の場合でも、提出書類、企画提案内容、見積書等を基にプレゼンテーシ

ョンによる評価及び採点を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２） 企画提案を選定するための評価項目 

項目 評価事項 評価点 計 

企
画
提
案
力 

動物公園リスタート構想に対する考え方や方針を

理解し、動物公園の特性や特徴、課題を適切に把

握した提案であるか 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４０ 

基本計画で示された必要な機能が盛り込まれた先

進的かつ独創的な提案であるか 
２０ 

展示手法は動物への好奇心や生息環境への理解に

繋がる提案であるか 
２０ 

アニマルウェルフェア（動物福祉）に配慮がされ

ている提案であるか 
２０ 

施設整備及び施設運営において、環境負荷低減の

効果が見込まれる提案であるか 
２０ 

施設の長期利用を想定し、メンテナンスコスト・

ランニングコストの削減を図る提案であるか 
２０ 

業務内容が具体的かつ合理的で、説得力や実現性

があるか 
２０ 

業
務
実
施
能
力 

本業務と類似する業務経験及び実績が豊富である

か 
２０ 

 

 

 

 

６０ 

本業務を遂行するための動員計画や実施体制は適

正か 
１０ 

配置技術者は、豊富な経験や高い専門性を有し、

本業務と類似する業務の経験及び実績が豊富であ

るか 

 

２０ 

仕様書の項目に対応した業務量を適切に把握した

スケジュールであるか。 
１０ 

  合計 ２００ 

 

１０ 契約 

（１）選定委員会において、最優秀提案と決定した提案を提出した者を委託先候補とし、詳細な

業務内容及び契約条件について、本市と協議・合意した後に委託契約を締結する。 

   なお、協議の結果、企画案の一部が変更となる場合がある。 

（２）前項の交渉が不成立となった場合は、順次、次点以下の提案者と交渉を行い、委託契約を

締結する。 

（３）契約にあたっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

（４）契約相手方は、この契約と同時に、契約金額の１００分の１０以上の金額の契約保証金を



 

 

納付しなければならない。ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第２

９条に該当する場合は、免除とする。 

（５）委託料の支払いについては、業務完了後一括払いとする。 

 

１１ 無効又は失格 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

（１） 提出期限を過ぎて企画提案書などが提出された場合 

（２） 提案書類に虚偽の記載や重要な誤脱があった場合 

（３） 提案価格書記載の金額が委託限度額を超えた場合 

（４） 会社更生法などの適用を申請するなど、契約を履行することが困難と認められる状態にな

った場合 

（５） 審査の公平を害する行為があった場合 

（６） その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

（７） 参加資格要件に該当しないことが判明した場合 

（８） プレゼンテーションの日時に参集が出来なかった場合 

（９） 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指名停

止措置等を受託候補者決定までの間に受けた場合 

 

１２ その他留意事項 

（１）書類などの作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。なお、提出された企画

提案書類は返却しない。 

（３）企画提案書などの提出期限以降の変更、差替え及び再提出は認めない。 

（４）採択された企画提案書の著作権は、千葉市に帰属するものとする。 

（５）企画提案の審査は、提出された内容に基づいて行うが、採用決定後、提案された内容につ

いて必要に応じ、千葉市と提案者の協議のうえ、修正を依頼する場合がある。 

（６）業務の一部について、他社に委託する際は、事前に千葉市の承諾を受けることとする。 

（７）応募書類は、千葉市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）の規定に基づき開示

請求されたときは、公にすることにより当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるものを除き、開示の対象とする。 

   ただし、企画提案書選定期間中は、同条例第７条第１項第６号の規定に基づき、開示の対

象としない。 

（８）本企画提案に関連し、知り得た情報については、千葉市の承諾を得ることなく、第三者に

漏らしてはならない。 


